
令和２年度札幌市内部統制評価報告書

札幌市長秋元克広は、地方自治法第 150 条第 4 項の規定による評価を行い、

同項に規定する報告書を次のとおり作成しました。 

１ 内部統制の整備及び運用に関する事項 

札幌市長は、札幌市の内部統制の整備及び運用に責任を有しており、札幌

市においては、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドラ

イン」（平成 31 年３月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）に基づ

き、「札幌市内部統制基本方針」（令和２年４月１日）を策定し、当該方針に

基づき財務に関する事務に係る内部統制体制の整備及び運用を行っていま

す。 

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体と

なって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするもので

す。このため、内部統制の目的の達成を阻害する全てのリスクを防止し、ま

たは、当該リスクの顕在化を適時に発見することができない可能性がありま

す。 

２ 評価手続

札幌市においては、令和２年度を評価対象期間とし、令和３年３月 31 日

を評価基準日として、ガイドラインの「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に

基づき、財務に関する事務に係る内部統制の評価を実施いたしました。 

なお、保健福祉局保健所及び衛生研究所については、新型コロナウイルス

感染症への対応に注力する必要があり、内部統制の十分な手続きを実施でき

なかったため、評価範囲から除外して内部統制の有効性を評価することとし

ます。 

３ 評価結果 

上記評価手続のとおり、ガイドラインに規定する評価作業を実施した限り、

札幌市の財務に関する事務に係る内部統制は評価基準日において有効に整

備及び評価対象期間において有効に運用されていると判断いたしました。 

４ 不備の是正に関する事項 

記載すべき事項はありません。 

令和３年６月 21 日 札幌市長 秋元 克広 
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第１ 札幌市における内部統制の整備と運用の状況 

札幌市では「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライ

ン1」（平成 31 年３月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）に基づき、

以下のとおり内部統制体制の整備及び運用を行っています。 

１ 全庁的な内部統制に関する事項 

 全庁的な体制の整備（図１参照） 

ア 内部統制体制の整備 

   札幌市における内部統制体制の整備及び運用の最終的な責任者は札

幌市長ですが、実務上の責任者として、総務局所管の副市長を「内部統

制副最高責任者」として位置付け、内部統制体制の整備及び運用につい

て、市長を補佐し、必要な検討や各局に対する指示を行う役割を担いま

す。 

 また、各局では局長職及び部長職をそれぞれ「各局内部統制推進責任

者」及び「各部内部統制推進責任者」として位置付け、各局・各部のリ

スク2対応策の整備及び実施の責任を担います。そして、各課における実

際のリスク対応策の整備を行わせるため、各課長を「内部統制推進員」

と位置付け、課内のリスクを把握し、必要な対応策の整備を行う役割を

担います。 

 イ 内部統制を推進する部局 

   内部統制を推進する部局（以下「推進部局」という。）は、総務局行政

部総務課（コンプライアンス推進担当）が担います。その役割は、札幌

市内部統制基本方針に基づく内部統制体制の整備及び運用を全庁的に

推進することにあります。 

 ウ 内部統制を評価する部局 

   内部統制を評価する部局（以下「評価部局」という。）は、総務局行政

部総務課（行政監察担当）が担います。その役割は、内部統制の整備状

1 地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン  内部統制制度を導入及び実施す

る際に参考となる基本的な枠組みや要点を示すものとして、総務省から示されたもの 
2 リスク  適正な行政サービスを提供する際の阻害となる事務上の要因 
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況及び運用状況について客観的な評価を行うとともに、内部統制評価報

告書を作成することにあります。 

エ 札幌市内部統制会議 

   全庁的な取組の推進や重要事項の決定のため、内部統制最高責任者

（札幌市長）を議長とした局長職以上が出席する札幌市内部統制会議を

設置します。この会議では次に掲げる事項を行います。 

① 内部統制体制に関する最高責任者の意識の共有 

② 内部統制体制に関する最高責任者からの指示 

③ 内部統制評価報告書に関する事項 

④ その他内部統制体制に関する重要事項 

【図１：内部統制体制図】 
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 全庁的な内部統制の取組状況 

全庁的な内部統制の取組状況については、内部統制の基盤である統制環

境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ＩＣＴ

3への対応の６つの基本的要素ごとに、別紙１「札幌市における全庁的な内

部統制の取組内容と評価結果」のとおり取り組みました。 

  参考 内部統制の６つの基本的要素の意味（ガイドラインから） 

項 目 意 味 

統制環境 

組織文化を決定し、組織内の全ての者の統制に対する意識に影響を与

えるとともに、他の基本的要素の基礎をなし、それぞれに影響を及ぼ

す基盤をいう。 

リスクの評価

と対応 

組織目的の達成に影響を与える事象について、組織目的の達成を阻害

する要因をリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切

な対応を選択するプロセスをいう。 

統制活動 
長の命令及び指示が適切に実行されることを確保するために定める

方針及び手続をいう。 

情報と伝達 
必要な情報が識別、把握及び処理され、組織内外及び関係者相互に正

しく伝えられることを確保することをいう。 

モニタリング 
内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセスを

いう。 

ＩＣＴへの対

応 

組織目的を達成するために予め適切な方針及び手続を定め、それを踏

まえて、業務の実施において組織の内外のＩＣＴに対し適切に対応す

ることをいう。 

２ 業務レベルの内部統制の取組状況 

 所管業務におけるリスクへの対応 

令和２年度は、別紙２「令和２年度札幌市内部統制体制整備に関する実

施方針」に基づき、以下のとおり取り組みました（図２参照）。 

【図２：取組スケジュール】 

3 ＩＣＴ  情報や通信に関連する科学的技術の総称。Information and Communication Technology 
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ア リスクの評価と対応策の整備（令和元年 11 月～令和２年３月） 

(ア) 標準的リスク等の整理（標準的リスク一覧及びリスク評価基準の作

成：推進部局） 

推進部局は、以下の事項を踏まえ、各課においてリスクを識別する

に当たって参考となる「標準的リスク一覧」を作成し、24 個のリスク

を挙げました。 

・ガイドライン別紙３「財務に関する事務についてのリスク例」 

・本市における過去の不祥事例 

・監査委員による監査結果 

・他の団体等において問題となった不祥事例 

また、推進部局は、各課がリスク評価を実施する際に参考となる、

リスクの影響度や発生可能性についての目安や考え方である「リスク

評価基準」を作成しました。 

(ｲ) 各課リスクの識別・分類及び分析・評価（各課リスク一覧の作成：

各課） 

各課は、標準的リスク一覧を参考に、自らの課の業務に関するリス

クを洗い出し、リスクの内容を「各課リスク一覧」としてまとめた上

で、リスクそれぞれの重要性を評価し、組織として対応する必要性の

高いリスクを「特定リスク」として選択しました（課数 333 課 総リ

スク数 1,675 個4）。重要性の評価の際には、各課においてリスクの影

響度及び発生可能性を踏まえて量的重要性を見積もるとともに、行政

の信頼性や市民の安全等に関わる質的重要性についても検討を行いま

した。 

(ｳ) 対応策の整備（特定リスク管理シートの作成：各課） 

各課は、「特定リスク」として選択したリスクに対し、どのような対

応策を整備するのかを検討し、決定しました。決定した内容について

4 多くの課が重要と考えたリスクとしては、不適切な入札、請求書の処理漏れ、郵送時の相手先誤

り、必要な業務委託発注の失念及び不十分な履行の見過ごし等 
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は「特定リスク管理シート」にまとめました。 

イ 特定リスクに対する対応策の実施（令和２年４月～令和３年３月） 

各課長は４月の定期異動終了後に、特定リスク及びその対応策の課内

周知を行い、各職員は日々の業務の中で対応策を実施しました。 

ウ 自己点検及び他部署による監査（令和２年６月～９月） 

６月に各課長は自課の対応策の実施状況について、課内の観察、職員

への聴取等により確認を行いました（自己点検）。 

その後、７～９月には、局（区）内他部の課長職を監査従事者として、

各課の対応策の運用状況及びその結果について、関係書類等の確認によ

り点検を行いました（他部署による監査）。 

自己点検及び他部署による監査の結果、対応策の実施が不十分である

ことが認められた場合は、その是正を図り、必要に応じて対応策の変更

を行いました（評価基準日（令和３年３月 31 日）までに全て是正されて

いることを確認しました）。 

自己点検及び他部署による監査の結果は以下のとおりとなりました。 

(ア) 実施状況 

実施課数5 不備なし課数（割合） 不備あり課数（割合）

自己点検 330 課 310 課（93.9%） 20 課（6.1%） 

他部署による監査 321 課 306 課（95.3%） 15 課（4.7%） 

(ｲ) 不備の概要 

（自己点検により多く発見された不備） 

・ 個人情報の含まれた郵送物を送付する際、内容物に誤りがないか、

複数の職員による確認を行う対応等を行うべきところ、十分に実施

していなかった（９課）。 

5 ア(ｲ)における特定リスクの選択課数、自己点検実施課数及び他部署による監査実施課数の違い

は、新型コロナウィルス感染症への対応により、通常の職員体制を維持することが困難となった保

健所等について、自己点検及び他部署による監査の実施が困難となったためである。 

また、市立幼稚園・学校は全校を１課として取り扱っている。（自己点検は各校で、他部署による

監査は教育委員会が選定した４校で実施し、その結果を１課として報告を受けている。） 
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・ 請求書の処理漏れを行わないよう、複数による確認や早急な処理

等を行うべきところ、十分に実施していなかった（３課）。 

 （他部署による監査により多く発見された不備） 

・ 仕様書にて提出を求めた資料の受領漏れを防ぐため、提出書類リ

ストを作成することや履行検査時の確認の徹底を図ることとしてい

るが、結果として受領漏れ等が発生していた（４課）。 

・ 本市が委託者である契約において、受託者の不十分な履行の見逃

しを防ぐため、契約とは関係のない職員を検査員として配置し、客

観的な立場で履行検査を行うこととしているが、検査に必要な書類

に不備があることや、契約に関係する職員が検査員として配置され

ていること等が見られた（４課）。 

 事故発生状況調査の実施

内部統制の運用状況の確認、運用状況に不備が認められた際の早期是正、

及び今後のリスクへの対応への活用のため、対象事務に関する事故の発生

状況に関する調査を行いました。 

ア 調査事項 

令和２年度中に発生した事故（委託業務の受託者による事故を含む。）

のうち、以下の全てに該当するものについて各局（区）から報告を求め

ました。 

・ 財務事務において又は財務事務に付随して発生したもの  

・ 担当職員の不注意若しくは知識不足又は上司等関係職員の確認不十

分を原因として起こったもの  

・ 結果として市民や事業者又は市の財政や信用に対し悪影響を与えた

もの 

イ 調査結果 

事故発生状況調査の結果は、以下のとおりとなりました。 
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(ア) 事故類型別の事故発生状況について 

事務類型 件数（件）

誤送付 19 

支出誤り 10 

入札の中止 ９ 

徴収誤り ６ 

業務委託先の事故 ２ 

合計 46 

(ｲ) 原因別の事故発生状況について（発生者6） 

原因類型 件数（件）

不注意 36 

知識不足 ９ 

手順の未順守 ３ 

前例踏襲 １ 

懈怠
け た い

 １ 

急な欠員 １ 

※複数回答を可としている。

(ｳ ) 原因別の事故発生状況について（確認者7） 

原因類型 件数（件）

確認不足 34 

知識不足 ６ 

未実施 ３ 

前例踏襲 １ 

※複数回答を可としている。

6 発生者  当該事務の担当者として、事故の原因となる事務処理を行った者 
7 確認者  発生者の行った事務処理について、ダブルチェックや決裁等を行った者 

19
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( エ ) 事故事案の例（抜粋）

事故の概要 原因 再発防止策の実施状況 

介護保険料の納入通知書を送

付した際、Ａ氏の納入通知書

を誤って別人のＢ氏の納入通

知書に同封して送付した。 

担当者の不注意 

確認者の確認不足 

送付文書ごとに複数

の職員によるダブル

チェックを徹底する

よ う 取 扱 い を 改 め

た。 

特別定額給付金を二重に申請

した 14 世帯に対して、システ

ムの警告を誤認したため、二

重に給付した。 

担当者の不注意 シ ス テ ム 改 修 を 行

い、チェック体制を

強化した。 

介護保険事業における各種交

付金の請求誤りにより、返還・

追加交付が発生した。 

担当者の不注意 

確認者の確認不足 

担当者間の連携を密

にし、作業過程での

確認を徹底する。 

業務研修を活用する

などして制度の理解

をより深め、担当者

が変わっても確実に

業務を行えるよう引

継 ぎ を し っ か り 行

う。 

平成 26 年の消費税率改定に

伴う、納付税額の算出に必要

な計算方法に誤りがあること

が発覚し、過去５年分につい

て更正請求を行った。 

担当者の知識不足 

確認者の知識不足 

今後、税制改正等が

あった際には、研修

を実施することで職

員の知識を深める。

また、税理士等専門

家の活用なども検討

し、チェック体制を

強化する。 
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委託事業者が住宅確保給付金

の支給決定通知書を送付する

際に、８世帯８人の個人情報

が記載された書類を誤って同

封した。 

担当者の不注意 デ ス ク 回 り 等 の 整

理・整頓を徹底し、郵

送物の封入・封緘
かん

作

業は２名で、作業机

に移動して行う。 

ウ 再発防止の取組 

  事故が発生した部署における再発防止の取組及びその結果について

は、評価基準日までに問題がないことの確認を行いました。 

 総務局による特別内部監査の実施

各局（区）における事務について、内部統制が機能し、その事務の執行

が公正かつ効率的に執行できているかを確認するため、総務局による特別

内部監査を行いました。 

ア 監査対象部及び監査項目 

（ア） 監査対象部 

・ 総務局秘書部 

・ まちづくり政策局政策企画部（都心まちづくり推進室） 

・ スポーツ局スポーツ部 

・ 経済観光局中央卸売市場 

（イ） 監査項目 

以下について、過去の定期監査で指摘されているなど、リスクの高

いと思われる事項を中心に監査を行いました。 

・ 物品購入及び役務契約に関する事務 

・ 公有財産の使用許可及び貸付に関する事務 

イ 監査結果 

おおむね適正に処理されていましたが、一部の部において以下のとお

り規則や要綱上必要な手続が取られていないものが見られたことから、

その点を指摘し、今後の適正な事務処理の実施を指示するとともに、評
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価基準日までに是正されていることを確認しました。 

【不適切な取扱いの概要】 

・行政財産の使用許可に当たり、要綱8で規定する誓約書を徴取してい

ないものや使用許可書の許可条件に所定の内容を反映させていない

ものがあった。 

・行政財産の使用許可の更新に当たり、規則9では更新を受けようとす

るものは使用期間満了の日の 60 日前までに使用許可申請書を提出す

ることになっているが、60 日前を経過してから提出されているもの

があった。

第２ 札幌市における内部統制の整備と運用の状況に係る評価結果 

１ 全庁的な内部統制についての評価 

 評価手続 

全庁的内部統制の評価に当たっては、評価部局において、別紙１「全庁

的な内部統制の取組内容と評価結果」の各評価項目10に従い、全庁的な内

部統制の評価項目のそれぞれに対応する内部統制の整備状況を記録し、必

要に応じて関係部局への質問や記録の検証を行った上で、整備上11及び運

用上の不備12がないかを確認し、有効性の評価を行いました。 

8 要綱  公有財産の貸付等からの暴力団関係者の排除に関する取扱要綱第３条
9 規則  札幌市公有財産規則第 18 条の２第３項
10 評価項目  ガイドラインにおいて、評価の基本的な考え方及び評価項目が定められている。
11 整備上の不備  内部統制が存在しない、現状のリスク対応策等では内部統制の目的を十分に果た

すことができない、又はそれらが適切に適用されていないことが該当します。そのうち、全庁的な

内部統制の評価項目に照らして著しく不適切であり、大きな経済的・社会的な不利益を生じさせる

蓋然性が高いものを「整備上の重大な不備」とします。（以下、ガイドライン上の事例） 

・複数の部局にまたがる大規模な施設の建設事業について、部局ごとの権限と責任が明確に示され

ておらず、当該事業の適切な執行に支障が生じる可能性が著しく高い状況にある。 

・会計処理の変更について、財務情報に係るＩＣＴシステムに反映すべき担当者に適切な情報の共

有がなされておらず、また、システムの変更を確認することとされておらず、複数の財務情報に

誤りが必然的に生じる状況にある。 
12 運用上の不備  整備段階で意図したように内部統制の効果が得られておらず、結果として不適切

な事項を発生させたことが該当します。そのうち、不適切な事項が実際に発生したことにより、結

果的に、大きな経済的・社会的不利益を生じさせたものを「運用上の重大な不備」とします。（以

下、ガイドライン上の事例） 

・特定の部局において監査委員監査において指摘されたリスクについて、適切に共有がなされなか

ったため、複数の部局でリスクの評価と対応が行われず、複数の事務的なミスにつながったこと

で、多大な超過勤務の発生を招いた。 

・内部統制の不備が生じていた事実が内部通報制度により情報提供されていたにも関わらず、担当

者が適切に対応していなかった結果、更なる不備が発生し、地方公共団体の社会的信用を毀損し

た。 
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具体的には、評価項目ごとに、内部統制の概要、統制内容を示す資料等

を把握し、それらを踏まえ、不備の有無及び不備がある場合には当該不備

が重大な不備に当たるかどうかの判断を行いました。 

評価部局において実施した評価結果については札幌市内部統制会議に

おいて確認を行った上で、最終的に市長が決定しました。 

 評価結果 

全庁的な内部統制の有効性についての評価を行った結果、内部統制の基

本的要素である「統制環境」、「リスクの評価と対応」、「統制活動」、「情報

と伝達」、「モニタリング」及び「ＩＣＴへの対応」について、それぞれ適

切な取組がなされ、重大な不備が見受けられなかったため、全庁的な内部

統制は有効であると判断しました。 

２ 業務レベルの内部統制についての評価 

 評価手続 

業務レベルの内部統制の評価に当たっては、リスク対応策の整備が適時

に実施されたか、リスク対応策の内容が適切であったか、自己点検やその

後の改善が適切に実施されたかといった点を確認し、その上で、整備上及

び運用上の不備がないかを確認し、有効性の評価を行いました。 

また、不備がある場合には当該不備が重大な不備に当たるかどうかの判

断を行いました。 

評価部局において実施した評価結果については札幌市内部統制会議に

おいて確認を行った上で、最終的に市長が決定しました。 

 評価結果 

ア 内部統制の整備の観点での有効性 

次のとおり、重大な不備はなく、内部統制は有効であると判断しまし

た。

・過去に監査委員から指摘があった内部統制の不備に対し、具体的な改善策の検討や実施が行われ

なかった結果、同様の不備の再発につながり、不適切な経理処理を招いた。
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・ 各課において、所管業務における特定リスクへの対応を進め、自己

点検や他部署による監査により一部において対応策の未実施が発見さ

れたものの、事後の改善を適切に行っており、具体的な事故の発生に

は結びついていない。 

・ 特別内部監査により、一部において、規定等によらない事務処理が

行われている等の不適切な事務処理が発見されたが、事後の改善を適

切に行っており、具体的な事故の発生には結びついていない。 

イ 内部統制の運用の観点での有効性 

次のとおり、重大な不備はなく、内部統制は有効であると判断しまし

た。

・ 事故発生状況調査により、一部の課においては、不注意等により事

故が発生するなど、内部統制の運用上の不備が認められたが、全庁的

な内部統制に照らして著しく不適切であるなど、大きな経済的・社会

的不利益を及ぼすものはないと判断する。また、当該不備を受け、再

発防止策を整備し、事後の改善を適切に行っており、その後具体的な

事故には結びついていない。 
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全庁的な内部統制の取組内容と評価結果 

Ⅰ 統制環境 

【評価の基本的な考え方１】 

 市長は、誠実性と倫理観に対する姿勢を表明しているか。 

【評価項目】  

 市長は、地方公共団体が事務を適正に管理及び執行する上で、誠実性と倫理観が重要であ

ることを、自らの指示、行動及び態度で示しているか。 

 市長は、自らが札幌市に求める誠実性と倫理観を職員の行動及び意思決定の指針となる具

体的な行動基準等として定め、職員及び外部委託先、並びに住民等の理解を促進しているか。 

 市長は、行動基準等の遵守状況に係る評価プロセスを定め、職員等が逸脱した場合には、適

時にそれを把握し、適切に是正措置を講じているか。 

取組内容 

 市長の誠実性と倫理観に係る姿勢の表明 

・令和２年４月１日に公表した札幌市内部統制基本方針（以下「基本方針」という。）におい

て、内部統制体制を構築するに当たっての市長の思いとして、誠実性や倫理観が重要であ

ることを示している。 

・係長職以上の職員向けに「管理監督者の心得」を作成しており、誠実性や倫理観の醸成の

ための部下指導を心掛けるよう指示している。 

・拡大局長会議等において市長自ら訓示を行うなどし、公務員倫理をはじめ、市政全般に対

しての取組姿勢を明示している。 

 行動基準と職員等の理解促進 

・基本方針を定め、市公式ホームページ上にて公表しているほか、公表に先立ち、職員向け

通知を発出している。 

・そのほか、「札幌市職員の公務員倫理の確立について」の中で「第１ 職員の基本的な心

構え（倫理原則）」及び「第２ 職員の守るべき一般的な事項等」を記載しており、令和２

年６月に庁内周知を実施した上で、それらの内容について各局内で研修を行うことを義務

付けるなど、職員への理解を促進している。

 評価プロセスと是正措置 

・人事評価制度において、責任感や規律性といった評価要素を定め、それらの要素によって

職員１人１人の評価を行っている。（人事評価に関する規程等） 

・服務管理員を設置し、職務に関して発生した職員の非行及び事故又はそれらの疑いがある

行為に関する事項及び職員の信用失墜行為又はその疑いがある行為について報告し、調査

を行う仕組みが構築されている。 

評価結果と改善措置 

○内部統制は有効であると判断する。 

取組内容から、評価項目(1)～(3)を満たす内部統制が存在し、評価基準日（令和３年３月 31

日。以下同じ。）において有効に整備され、評価対象期間（令和２年４月１日～令和３年３月

31 日。以下同じ。）において有効に運用されているものと判断する。 

別紙１
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【評価の基本的な考え方２】 

 市長は、内部統制の目的を達成するに当たり、組織構造、報告経路及び適切な権限と責任を確

立しているか。 

【評価項目】 

 市長は、内部統制の目的を達成するために適切な組織構造について検討を行っているか。 

 市長は、内部統制の目的を達成するため、職員、部署及び各種の会議体等について、それぞ

れの役割、責任及び権限を明確に設定し、適時に見直しを図っているか。 

取組内容 

 適切な組織構造の検討 

・内部統制制度を有効に機能させるために、令和２年３月に「札幌市内部統制制度実施要綱

（以下「実施要綱」という。）」を策定し、責任者や内部統制担当部局を設定している。 

 職員、部署及び会議体等の役割、責任及び権限の明確化 

・実施要綱で、局長職及び部長職をそれぞれ局及び部の内部統制責任者としたほか、課長職

を内部統制推進員として、課におけるリスクの把握等、具体的な取組を実施する責任があ

ることを明確化し、職員についても、必要な改善策を検討することやリスク対応策を遵守

することを責務として規定している。 

・実施要綱で、総務局長の下、全庁的な内部統制の推進を図るための内部統制推進部局を総

務局行政部総務課（コンプライアンス推進担当）に、内部統制の評価を実施する内部統制

評価部局を総務局行政部総務課（行政監察担当）に分けて設置している。 

・実施要綱で、内部統制に関する意識共有や重要事項の協議のため、市長を議長とする札幌

市内部統制会議を設置している。 

評価結果と改善措置 

○内部統制は有効であると判断する。 

取組内容から、評価項目(1)(2)を満たす内部統制が存在し、評価基準日において有効に整備

され、評価対象期間において有効に運用されているものと判断する。 

【評価の基本的な考え方３】 

 市長は、内部統制の目的を達成するにあたり、適切な人事管理及び教育研修を行っているか。 

【評価項目】 

 市長は、内部統制の目的を達成するために、必要な能力を有する人材を確保及び配置し、適

切な指導や研修等により能力を引き出すことを支援しているか。  

 市長は、職員等の内部統制に対する責任の履行について、人事評価等により動機付けを図る

とともに、逸脱行為に対する適時かつ適切な対応を行っているか。 

取組内容 

 人材の確保・配置と指導・研修 

・適切な行政サービスを提供し、住民の福祉を推進できる人材を集めるため、採用試験を実

施しているが、採用試験案内において、求める人材として「市民のために奉仕できる職員」
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「街をもっと良くしたいという熱い思いをもっている職員」等を挙げている。 

・毎年度、人事異動基本方針を定め、組織の力量を低下させないという業務上の必要性や、

マンネリ化による意欲の減退、モラルの低下を防ぐため、在籍年数を考慮しながら、１人

１人が能力を発揮できるような人事異動を実施している。 

・人材育成基本方針において、職員研修に関する基本方針である「職員研修の基本的な考え

方」を定め、研修担当課、共通事務制度所管部局及び各部局において、人材育成に必要な

研修を実施している。 

 人事評価等による動機付けと逸脱行為への対応 

・これまでも人事評価の中で、事務上のリスクも含めた職場内の課題を把握分析し、解決方

法を見出していくことは評価の着眼点としていたが、令和２年４月から「札幌市職員の人

事評価に関する要綱」等を改正し、評価に当たっての着眼点をより内部統制を意識できる

内容に変更した。 

・職員の非違行為の未然防止のため、懲戒処分の指針を作成し示している。 

・服務管理員を設置し、職務に関して発生した職員の非行及び事故又はそれらの疑いがある

行為に関する事項及び職員の信用失墜行為又はその疑いがある行為について報告し、調査

を行う仕組みを構築している。 

・内部統制の整備状況及び運用状況は自己点検等により確認を行っており、不備がある場合

は、課長に対し、不備の是正を求めるとともに、改善状況を確認している。（内部統制体制

整備に関する実施方針） 

評価結果と改善措置 

○内部統制は有効であると判断する。 

研修については、新型コロナウイルス感染症の影響により、従来の集合研修をすることが困

難となったが、資料の配布や動画配信等で実施する等の対応をしている。取組内容から、評価

項目(1)(2)を満たす内部統制が存在し、評価基準日において有効に整備され、評価対象期間に

おいて有効に運用されているものと判断する。 

Ⅱ リスクの評価と対応    

【評価の基本的な考え方４】 

 札幌市は、内部統制の目的に係るリスクの評価と対応ができるように、十分な明確さを備えた

目標を明示し、リスク評価と対応のプロセスを明確にしているか。 

【評価項目】

 札幌市は、個々の業務に係るリスクを識別し、評価と対応を行うため、業務の目的及び業務

に配分することのできる人員等の資源について検討を行い、明確に示しているか。  

 札幌市は、リスクの評価と対応のプロセスを明示するとともに、それに従ってリスクの評価

と対応が行われることを確保しているか。 
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取組内容 

 業務の目的等の明示及び人員等の資源の検討 

・基本方針の冒頭において、市全体の業務の目的として「市民に必要な行政サービスを確実

に届けられる」ことと明示し、職員定数配置・機構編成作業の中で、行政需要が増加し、

業務増となっている部門には増員するなど、業務に配分することのできる人員については

毎年度検討を行っている。 

 リスクの評価と対応のプロセスの明示 

・実施要綱により、リスク対応策の整備方法及び内部統制の評価方法について、毎年度、実

施方針を作成することとし、その中でリスクの評価と対応のプロセスを明示している。ま

た、期限を設定し、リスク一覧等の提出がない場合は総務局から確認を行うなど、リスク

の評価と対応が行われることを確保している。 

評価結果と改善措置 

○内部統制は有効であると判断する。 

一部リスクの評価と対応の手続が取られていない部署があるが、当初想定をしていなかった

組織外の環境変化（新型コロナウイルス感染症への総力対応）によるものであり、不当に内部

統制を無視するものではなく、やむを得ないものと考える。取組内容から、評価項目(1)(2)を

満たす内部統制が存在し、評価基準日において有効に整備され、評価対象期間において有効に

運用されているものと判断する。 

【評価の基本的な考え方５】 

 札幌市は、内部統制の目的に係るリスクについて、それらを識別し、分類し、分析し、評価す

るとともに、評価結果に基づいて、必要に応じた対応をとっているか。 

【評価項目】 

 札幌市は、各部署において、当該部署における内部統制に係るリスクの識別を網羅的に行っ

ているか。  

 札幌市は、識別されたリスクについて、以下のプロセスを実施しているか。  

  ア リスクが過去に経験したものであるか否か、全庁的なものであるか否かを分類する。 

  イ リスクを質的及び量的（発生可能性と影響度）な重要性によって分析する。 

  ウ リスクに対していかなる対応策をとるかの評価を行う。 

  エ リスクの対応策を具体的に特定し、内部統制を整備する。 

 札幌市は、リスク対応策の特定に当たって、費用対効果を勘案し、過剰な対応策をとってい

ないか検討するとともに、事後的に、その対応策の適切性を検討しているか。 

取組内容 

 リスクの網羅的な識別 

・内部統制推進部局において、過去に発生した不祥事や、監査指摘事項、他の自治体での不

祥事例、総務省想定リスク等から、網羅的にリスクを識別している（９１個）。 

・その上で、近年発生した不祥事や監査指摘を基に、全庁的に発生し得るリスクをまとめた

「標準的リスク一覧」を作成し、それを基に各部署においてリスクの識別を行っている。
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 リスクの評価プロセス 

・「標準的リスク一覧」には、全庁共通事務におけるリスクなのか、特定の部局におけるリ

スクなのかを分類するために、事務名の欄を設けている。 

・各部局は識別したリスクの評価を実施する際に、内部統制推進部局作成の「リスク評価基

準」に基づき、発生可能性（過去２年間に発生した事故であるか）及び影響度（金額や対

象人数）といった量的な重要性だけではなく、信用失墜等の質的な重要性も考慮して判定

している。 

・各部局はリスク評価結果に基づき、優先的に対応すべきリスクを選定し、具体的に対応策

を整備している。 

 リスク対応策の適切性の検討 

 ・費用対効果を考え、対応策を検討する際には、「現状の体制や資源で取り得る対応策」と

しており、過剰な対応策にならないよう留意している。 

・また、各部局の選定したリスクにかかわらず、札幌市全体として対応する必要性の高いリ

スクがある場合、内部統制推進部局は各部局に対し、対応策を検討するよう求めている。

評価結果と改善措置 

○内部統制は有効であると判断する。 

取組内容から、評価項目(1)～(3)を満たす内部統制が存在し、評価基準日において有効に整

備され、評価対象期間において有効に運用されているものと判断する。 

【評価の基本的な考え方６】 

 札幌市は、内部統制の目的に係るリスクの評価と対応のプロセスにおいて、札幌市に生じうる

不正の可能性について検討しているか。 

【評価項目】 

 札幌市において過去に生じた不正及び他の団体等において問題となった不正等が生じる可

能性について検討し、不正に対する適切な防止策を策定するとともに、不正を適時に発見し、

適切な事後対応策をとるための体制の整備を図っているか。 

取組内容 

 不正の可能性の検討及び適切な事後対応策 

・リスクの識別・評価等については、誤りだけではなく、不正リスクについても過去の不祥

事（札幌市あるいは他の地方公共団体）や監査指摘から、網羅的に行っている。 

・職員の非違行為の未然防止のため、懲戒処分の指針を作成し、示している。 

・不正を適時に発見し、適切な事後対応策をとるため、公益通報制度及び服務管理員制度を

設けている。（札幌市職員等の公益通報等に関する要綱等） 

評価結果と改善措置 

○内部統制は有効であると判断する。 

取組内容から、評価項目 を満たす内部統制が存在し、評価基準日において有効に整備され、

評価対象期間において有効に運用されているものと判断する。 
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Ⅲ 統制活動   

【評価の基本的な考え方７】 

札幌市は、「リスクの評価及び対応」により決定された対応策について、各部署における状況に

応じた具体的な内部統制の実施とその結果の把握を行っているか。 

【評価項目】 

 札幌市は、リスクの評価と対応において決定された対応策について、各部署において、実際

に指示通りに実施されているか。  

 札幌市は、各職員の業務遂行能力及び各部署の資源等を踏まえ、統制活動についてその水

準を含め適切に管理しているか。 

取組内容 

 対応策の実施 

・実施要綱において、整備されたリスク対応策を遵守することを職員の責務として定め、年

度当初に内部統制推進員（各課長）に対し、対応策の課内周知を実施させている。 

・令和２年６月に所属長に対し対応策の実施状況についての自己点検を、７～９月には他部

署による監査を実施させ、内部統制推進部局がその結果を確認している。 

 統制活動の管理 

 ・実施要綱において、内部統制推進員（各課長）の役割として、リスク対応策の実施状況を

日常的に把握し、不備に対する是正を図るものとしている。 

・各部署における統制活動の水準（対応策のレベル）の目安を、各職員の業務遂行能力や各

部署の資源を超えたものにならないよう、「現状の体制や資源で取り得る対応策」として

定めている。 

評価結果と改善措置 

○内部統制は有効であると判断する。 

取組内容から、評価項目(1)(2)を満たす内部統制が存在し、評価基準日において有効に整備

され、評価対象期間において有効に運用されているものと判断する。 

【評価の基本的な考え方８】 

札幌市は、権限と責任の明確化、職務の分離、適時かつ適切な承認、業務の結果の検討等につ

いての方針及び手続を明示し適切に実施しているか。 

【評価項目】 

 札幌市は、内部統制の目的に応じて、以下の事項を適切に行っているか。  

ア 権限と責任の明確化 

  イ 職務の分離 

  ウ 適時かつ適切な承認 

  エ 業務の結果の検討 

 札幌市は、内部統制に係るリスク対応策の実施結果について、担当者による報告を求め、

事後的な評価及び必要に応じた是正措置を行っているか。 
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取組内容 

 権限と責任の明確化等 

・現在、札幌市には、事務全般に関する内部統制として以下のような仕組みがある。 

ア 権限と責任の明確化 

事務を処理するための組織及び所管する事務の明確化（事務分掌規則） 

事務ごとの決裁権限の明確化（事務専決規程） 

市・区（物品）出納員、市・区現金（分任）出納員、物品（分任）出納員の設置によ

る出納業務に関する責任の明確化（札幌市会計規則） 

イ 職務の分離 

出納員制度（命令機関と出納機関の分離）（札幌市会計規則） 

契約に関する検査体制（別の職員による履行検査） 

ウ 適時かつ適切な承認 

事務専決規程 

エ 業務の結果の検討 

内部監査制度（定期内部監査、随時内部監査及び特別内部監査） 

 リスク対応策の実施結果報告等 

各部署において、令和２年６月に自己点検を行うとともに、７～９月に他部署による監査

によりリスク対応策の実施状況を確認し、その結果については総務局に報告させた。また、

不備があった場合には、その是正を行い、結果について内部統制推進部局に報告させている。

評価結果と改善措置 

○内部統制は有効であると判断する。 

取組内容から、評価項目(1)(2)を満たす内部統制が存在し、評価基準日において有効に整備

され、評価対象期間において有効に運用されているものと判断する。 

Ⅳ 情報と伝達 

【評価の基本的な考え方９】 

札幌市は、内部統制の目的に係る信頼性のある十分な情報を作成しているか。 

 【評価項目】

 札幌市は、必要な情報（※）について、信頼ある情報が作成される体制を構築しているか。 

※情報（定義）・・・内部統制の対象事務が適切に実施されるために必要な知識、知見、データ等

 札幌市は、必要な情報について、費用対効果を踏まえつつ、外部（※）からの情報を活用す

ることを図っているか。 ※外部（定義）・・・市政に関係する市民や企業、団体 

 札幌市は、住民の情報を含む、個人情報等について、適切に管理を行っているか。 

取組内容 

 信頼ある情報の作成体制の構築 

信頼ある情報が作成されるよう、以下のとおり規定している。 

・各課における公文書に関する事務の統括や、適正な公文書作成に関する職員への指示を行

わせるため、各課に文書管理責任者を設置している（各課長をもって充てている。）（公文
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書管理規則第３条第２項及び第６条第１項）。 

・実施機関における審議又は検討の経緯その他の意思決定に至る過程並びに事務及び事業

の実績について、合理的に跡付け、又は検証することができるよう公文書を作成しなけれ

ばならないとしている（公文書管理条例第４条）。 

・職員は、事案に係る意思決定を行う場合は、公文書を作成し、所定の決裁を受けなければ

ならないとしている（公文書管理規則第６条第２項）。 

・毎年度、公文書作成等に関する研修を実施し、知識及び技能の向上を図っている（ただし、

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を図るため、集合での研修を中

止し、研修資料の配布で代替した。）。 

 外部からの情報の活用 

外部からの情報について、以下のとおり活用を図るための規定を整備している。 

・市民からの要望等を受けた際に、適正かつ誠実に対応できるように処理基準を定めている

（札幌市広報広聴事務取扱規程第７条～９条）。 

・市民を対象として、市政、市民生活等に関する意識、実態等の調査を行うときは、経済性

及び効率性に配慮して、その目的、内容、方法等を検討するものとされている（札幌市広

報広聴事務取扱規程第５条）。 

・職員の職務上の行為であって、刑罰規定に違反する行為に関する情報について、外部から

情報を受けた際の手続を定めている。 

 個人情報等の適切な管理 

・札幌市個人情報保護条例において、個人情報を取り扱う事務を開始するときは届出が必要

であること、電子計算機による個人情報取扱事務の処理を開始しようとするときは個人情

報保護審議会での審議が必要であること及び同条例で定められた事由以外に、個人情報を

取り扱う事務の目的の範囲を超えて個人情報を利用してはならないこと等を定めている。

・札幌市情報公開条例において、個人に関する情報は公開対象から除かれている。 

・札幌市情報セキュリティポリシーにおいて、個人情報を含む情報は重要性の高いものとし

て、情報資産を取り扱うことができる職員の範囲を定めることとされている。また、サー

バ等を設置する管理区域は、施錠が必須となっている。 

・業務レベルの内部統制では、財務事務に付随する個人情報の取扱いにおけるリスクについ

ても対象にしており、多くの部署で対象とするリスクに挙げている。 

評価結果と改善措置 

○内部統制は有効であると判断する。 

取組内容から、評価項目(1)～(3)を満たす内部統制が存在し、評価基準日において有効に整

備され、評価対象期間において有効に運用されているものと判断する。 
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【評価の基本的な考え方 10】 

 札幌市は、組織内外の情報について、その入手、必要とする部署への伝達及び適切な管理の方

針と手続を定めて実施しているか。 

【評価項目】 

 札幌市は、作成された情報及び外部から入手した情報が、それらを必要とする部署及び職

員に適時かつ適切に伝達されるような体制を構築しているか。  

 札幌市は、組織内における情報提供及び組織外からの情報提供に対して、かかる情報が適

時かつ適切に利用される体制を構築するとともに、当該情報提供をしたことを理由として不

利な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築しているか。 

取組内容 

 情報の伝達に係る体制の構築 

（作成された情報の伝達の体制） 

・文書管理システムにより、庁内に広く伝達すべき案件については適時に伝えている。 

・拡大局長会議、庶務担当部長会議などの情報共有を目的とした庁内会議を実施している。

・関係する部署には、起案時に合議を実施することとなっている（札幌市事務取扱規程第 18

条）。 

・行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保をするため、適正な

管理の下、様々な事務において特定個人情報（個人番号等をその内容に含む個人情報）を

利用している。 

（外部から入手した情報の伝達の体制） 

・市民等からの要望等を受けた際に、適正かつ誠実に対応できるように処理基準を定めてい

る（札幌市広報広聴事務取扱規程第７条～９条）。 

・札幌市職員の職務上の行為であって、刑罰規定に違反する行為に関する情報について、外

部からの情報を受けた際の手続を定めている。 

 情報が適時かつ適切に利用される体制の構築等 

・市民等からの要望等を受けた際に、適正かつ誠実に対応できるように処理基準を定めてい

る（札幌市広報広聴事務取扱規程第７条～９条）。 

・処分又は行政指導ができる部署が、行うべき処分を行っていない場合、市民等が必要な手

続を踏まえた上で、必要な調査を行わせることができるようになっている（札幌市行政手

続条例第 34 条の３）。 

・札幌市職員の職務上の行為であって、刑罰規定に違反する行為に関する情報について、外

部からの情報を受けた際の手続を定めている。 

・内部からの法令等に違反する行為等の情報の取扱いについて、公益通報窓口を設置し、通

報を受理した場合に必要な調査を実施するための手続を定めており、上記通報を受けた際

の対応については、学識経験者及び弁護士で構成する札幌市コンプライアンス委員会に報

告し、対応が適切であったかを確認している（札幌市職員等の公益通報等に関する要綱）。

・公益通報者保護法に基づき、情報提供により不利益な取扱いを受けないよう、通報者保護

について定めている（札幌市職員等の公益通報等に関する要綱等）。 



- 22 - 

評価結果と改善措置 

○内部統制は有効であると判断する。 

取組内容から、評価項目(1)(2)を満たす内部統制が存在し、評価基準日において有効に整備

され、評価対象期間において有効に運用されているものと判断する。 

Ⅴ モニタリング 

【評価の基本的な考え方 11】 

 札幌市は、内部統制の基本的要素が存在し、機能していることを確かめるために、日常的モニ

タリング及び独立的評価を行っているか。 

【評価項目】 

 札幌市は、内部統制の整備及び運用に関して、札幌市の状況に応じたバランスの考慮の下

で、日常的モニタリング及び独立的評価を実施するとともに、それに基づく内部統制の是正

及び改善等を実施しているか。  

 モニタリング又は監査委員等の指摘により発見された内部統制の不備について、適時に是

正及び改善の責任を負う職員へ伝達され、その対応状況が把握され、モニタリング部署又は

監査委員等に結果が報告されているか。 

取組内容 

 日常的モニタリングと独立的評価等 

・各部署において、６月に内部統制推進員（各課長）自らが自己点検を、７～９月の間に他

部署による監査として各局内で相互にリスク対応策の点検と不備の是正を実施している。

・会計室では各部署において作成した支出命令書の審査を実施し、支出に至るまでの手続に

不備があり、各部署に返戻された件数や事由について定期的に周知している。 

・定期内部監査や監査委員監査の結果を踏まえ、総務局による特別内部監査を実施し、不備

の是正を実施している。 

・各制度所管部署において、所管する事務の監査を定期的に行っている。 

（例） 

現金出納員等及び資金前渡職員の事務処理状況の検査（会計室） 

公有財産実地調査（財政局管財部） 

 内部統制の不備への対応 

・定期監査における指摘事項は内部統制評価部局にも共有され、内部統制評価部局から指摘

を受けた部局に対し、指摘を受けた上で実施した措置の報告を求めている。措置報告につ

いては市長まで報告した上で、監査委員に通知している。 

・他部署による監査の結果は、内部統制評価部局に提出されている。 

・モニタリングの結果については、全庁に通知し、監査委員に報告している。 

評価結果と改善措置 

○内部統制は有効であると判断する。 

取組内容から、評価項目(1)(2)を満たす内部統制が存在し、評価基準日において有効に整備

され、評価対象期間において有効に運用されているものと判断する。 
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Ⅵ ICT への対応   

【評価の基本的な考え方 12】 

 札幌市は、内部統制の目的に係る ICT 環境への対応を検討するとともに、ICT を利用している

場合には、ICT の利用の適切性を検討するとともに、ICT の統制を行っているか。 

【評価項目】 

 札幌市は、組織を取り巻く ICT 環境に関して、いかなる対応を図るかについての方針及び

手続を定めているか。  

 内部統制の目的のために、札幌市における必要かつ十分な ICT の程度を検討した上で、適

切な利用を図っているか。 

 札幌市は、ICT の全般統制として、システムの保守及び運用の管理、システムへのアクセス

管理並びにシステムに関する外部業者との契約管理を行っているか。 

 札幌市は、ICT の業務処理統制として、入力される情報の網羅性や正確性を確保する統制、

エラーが生じた場合の修正等の統制、マスター・データの保持管理等に関する体制を構築し

ているか。 

取組内容 

 ICT 環境に関する対応方針及び手続 

・札幌市 ICT 活用戦略において、「信頼され、質が高く、低コストな行政運営を実現する」

と定めている。 

・平成 16 年６月 30 日に札幌市情報セキュリティポリシー基本方針を策定し、その中で、本

市における継続的かつ安定的な行政事務の執行を確保するために、情報資産の機密性、完

全性及び可用性を維持するための対策を整備するとしている。 

・札幌市情報化事務取扱要綱において、「部長は市民サービスの向上、業務効率化等を図る

ため、所掌する事務の情報化に努めるものとする」と定めている。 

・また、同要綱において、情報化を実施する際の投資評価会議、情報化調整会議及び情報シ

ステム部への事前協議について定めている。 

 必要かつ十分な ICT の程度の検討 

・各部署において ICT の活用に努める中で、実際に ICT を活用した業務の情報化を行う際、

その有効性や妥当性については、投資評価会議や情報化調整会議の中で、外部の情報化技

術専門員を交えた客観的な検討を行っている。 

 システムの保守及び運用等の管理並びに外部業者との契約の管理 

・札幌市情報セキュリティポリシー及び技術対策基準を定め、情報セキュリティに対する

組織の統一的なルールを定め、システムの保守や運用、システムへのアクセス管理、委

託先の監督に関する具体的な対策基準を定めている。 

・各部署では、情報システムに係る事務を所管する課長（システム管理責任者）の責務とし

て、運用中の情報システムの維持管理や保守、利用者の管理等を定めている。 

・年１回、情報システム部による「情報システム投資状況調査」「情報システム運用保守状

況調査」を実施しており、外部業者との契約状況や、システムの運用上問題がないかど
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うか等、客観的に把握できるようにしている。 

 入力される情報の網羅性や正確性を確保する統制等の構築 

（入力される情報の網羅性や正確性を確保する統制） 

・情報セキュリティポリシー及び技術対策基準の中で、部署ごとに「情報資産一覧」を作成

し、所管する情報資産について整理し、定期的に見直すこととしている。 

（エラーが生じた場合の修正等の統制） 

・情報資産一覧に付随してリスク分析マニュアルを整備しており、その中でエラーの発生に

よるリスクと対策を検討するよう定めている。 

（マスター・データの保持管理） 

・バックアップに関して、各システムで技術対策基準に基づき実施手順を定め、定期的に検

査することと情報セキュリティポリシーで定められている。 

評価結果と改善措置 

○内部統制は有効であると判断する。 

取組内容から、評価項目(1)～(4)を満たす内部統制が存在し、評価基準日において有効に整

備され、評価対象期間において有効に運用されているものと判断する。 
































